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（
譲
渡
権
）

第
九
十
七
条
の
二

レ
コ
ー
ド
製
作
者
は
、
そ
の
レ
コ
ー

ド
を
そ
の
複
製
物
の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
権

利
を
専
有
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
で
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
譲
渡
に
よ
る
場
合
に

は
、
適
用
し
な
い
。

一

前
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
許

諾
を
得
た
者
に
よ
り
公
衆
に
譲
渡
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド

の
複
製
物

二

前
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
承

諾
を
得
た
者
に
よ
り
特
定
か
つ
少
数
の
者
に
譲
渡
さ

れ
た
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物

三

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定

す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
害
す
る
こ
と
な
く
、

又
は
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
相
当
す
る
権
利
を
有

す
る
者
若
し
く
は
そ
の
承
諾
を
得
た
者
に
よ
り
譲
渡

さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物

第
百
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」の
下
に「
及

び
第
四
十
七
条
の
三
」
を
加
え
る
。

第
百
十
三
条
中
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
権
利
管
理
情
報
に
係
る

著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す

る
行
為
と
み
な
す
。

一

権
利
管
理
情
報
と
し
て
虚
偽
の
情
報
を
故
意
に
付

加
す
る
行
為

二

権
利
管
理
情
報
を
故
意
に
除
去
し
、
又
は
改
変
す

る
行
為
（
記
録
又
は
送
信
の
方
式
の
変
換
に
伴
う
技

術
的
な
制
約
に
よ
る
場
合
そ
の
他
の
著
作
物
又
は
実

演
等
の
利
用
の
目
的
及
び
態
様
に
照
ら
し
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。）

三

前
二
号
の
行
為
が
行
わ
れ
た
著
作
物
若
し
く
は
実

演
等
の
複
製
物
を
、
情
を
知
つ
て
、
頒
布
し
、
若
し

く
は
頒
布
の
目
的
を
も
つ
て
輸
入
し
、
若
し
く
は
所

持
し
、
又
は
当
該
著
作
物
若
し
く
は
実
演
等
を
情
を

知
つ
て
公
衆
送
信
し
、
若
し
く
は
送
信
可
能
化
す
る

行
為

４

第
九
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
二
次
使
用
料
又
は
第
九
十
五
条
の
三
第
三

項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
報

酬
を
受
け
る
権
利
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
著
作
隣
接
権
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

前
条
中
「
著
作
隣
接
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
著
作
隣
接

権
者
（
次
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み

な
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
者
を
含
む
。）」
と
、
同
条
第

一
項
中
「
著
作
隣
接
権
」
と
あ
る
の
は
「
著
作
隣
接
権

（
同
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る
権

利
を
含
む
。）」
と
す
る
。

第
百
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
二
十
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

一

技
術
的
保
護
手
段
の
回
避
を
行
う
こ
と
を
専
ら
そ

の
機
能
と
す
る
装
置
（
当
該
装
置
の
部
品
一
式
で
あ

つ
て
容
易
に
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
含

む
。）若
し
く
は
技
術
的
保
護
手
段
の
回
避
を
行
う
こ

と
を
専
ら
そ
の
機
能
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
複
製
物

を
公
衆
に
譲
渡
し
、
若
し
く
は
貸
与
し
、
公
衆
へ
の

譲
渡
若
し
く
は
貸
与
の
目
的
を
も
つ
て
製
造
し
、
輸

入
し
、
若
し
く
は
所
持
し
、
若
し
く
は
公
衆
の
使
用

に
供
し
、
又
は
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
公
衆
送
信
し
、

若
し
く
は
送
信
可
能
化
し
た
者

二

業
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
技
術
的
保

護
手
段
の
回
避
を
行
つ
た
者

三

営
利
を
目
的
と
し
て
、
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
又
は
著
作
隣
接

権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た

者
第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
百
十
九
条
」
の
下
に

「
、
第
百
二
十
条
の
二
第
三
号
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
」

を
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
に
、「
第
九
十
七
条
の
二

第
三
項
」
を
「
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
二
中
「
第
二
十
六
条
の
二
」
を
「
第
二

十
六
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
二
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三

十
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条

削
除

６

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
。
以
下
「
整
備
法
」

と
い
う
。）の
施
行
の
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
後
と

な
る
場
合
に
は
、
整
備
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の

間
は
、
改
正
後
の
著
作
権
法
第
四
十
七
条
の
三
中
「
第

四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

十
二
条
」
と
「
、第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
二
条
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
又
は
第
四
十
二
条
」
と
す
る
。

７

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対

す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

８

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一

年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
三
項
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
」を「
第

九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

９

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法

律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
」を「
第

九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

10

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
九
十
五
条
の
二
」
を
「
第
九
十

五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
第
九
十
七
条
の
二
」
を
「
第
九
十

七
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
」を「
第

九
十
五
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
及
び
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に
伴
う
著

作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
改
正
）

11

著
作
権
法
及
び
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に
伴
う
著

作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
次
に
二
号

を
加
え
る
改
正
規
定
、第
三
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、

第
百
十
三
条
の
改
正
規
定
、第
百
十
九
条
の
改
正
規
定
、

第
百
二
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
百

二
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
五
条
の
二

の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
十

一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
著
作
権
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第

九
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項

の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
著
作

物
の
原
作
品
若
し
く
は
複
製
物
、
実
演
の
録
音
物
若
し

く
は
録
画
物
又
は
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
（
著
作
権
法
第

二
十
一
条
、
第
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第
九
十
六
条
に

規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
権
利
を
害
さ
ず
に
作
成

さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
出
版
権
者
が
作
成
し
た
著
作
物

の
複
製
物
を
除
く
。）の
譲
渡
に
よ
る
場
合
に
は
、
適
用

し
な
い
。

３

改
正
後
の
著
作
権
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
設
定
さ
れ
た
出
版
権
で

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
を
有
す
る
者

が
当
該
出
版
権
の
存
続
期
間
中
に
行
う
当
該
出
版
権
の

目
的
と
な
っ
て
い
る
著
作
物
の
複
製
物
の
頒
布
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。

４

出
版
権
（
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
設
定
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。）が
消
滅
し
た
後
に
お
い
て
当
該
出
版
権
を
有

し
て
い
た
者
が
行
う
当
該
出
版
権
の
存
続
期
間
中
に
作

成
し
た
著
作
物
の
複
製
物
の
頒
布
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

５

平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

の
前
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
著
作
権
法
第
百
十
三

条
第
四
項
中
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
」
と
、「
第
九
十
七
条
の

三
第
三
項
」
と
あ
る
の
は「
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
」

と
す
る
。

（
善
意
者
に
係
る
譲
渡
権
の
特
例
）

第
百
十
三
条
の
二

著
作
物
の
原
作
品
若
し
く
は
複
製
物

（
映
画
の
著
作
物
の
複
製
物
（
映
画
の
著
作
物
に
お
い

て
複
製
さ
れ
て
い
る
著
作
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
映
画

の
著
作
物
の
複
製
物
を
含
む
。）を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）、
実
演
の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物

又
は
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物
の
譲
渡
を
受
け
た
時
に
お
い

て
、
当
該
著
作
物
の
原
作
品
若
し
く
は
複
製
物
、
実
演

の
録
画
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物

が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
各
号
、
第
九
十

五
条
の
二
第
三
項
各
号
又
は
第
九
十
七
条
の
二
第
二
項

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
過
失
が
な
い

者
が
当
該
著
作
物
の
原
作
品
若
し
く
は
複
製
物
、
実
演

の
録
音
物
若
し
く
は
録
画
物
又
は
レ
コ
ー
ド
の
複
製
物

を
公
衆
に
譲
渡
す
る
行
為
は
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一

項
、
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
で
な
い
も

の
と
み
な
す
。

第
百
十
九
条
第
一
号
中
「
又
は
実
演
等
」
を
「
若
し
く

は
実
演
等
」
に
改
め
、「
行
つ
た
者
」
の
下
に
「
又
は
第
百

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
者
人
格
権
、
著
作
権

若
し
く
は
著
作
隣
接
権
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
著

作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る
権
利
を
含
む
。
第
百
二
十
条
の

二
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ

れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第

三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改

め
る
。

第
百
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

�


